
特別支援教育の一層の充実のために

「合理的配慮の提供」に至るプロセス
～ 個別の教育支援計画や個別の指導計画を活用した切れ目のない指導や支援 ～

　本道では、通級による指導を受ける児童生徒や、通常の学級に
在籍する特別な教育的支援を必要とする幼児児童生徒が増加して
おり、特別支援教育を担当する教員はもとより多くの教職員にお
いて、交流及び共同学習などで、障がいのある幼児児童生徒への
指導や支援を行う機会が増えています。

　こうした中、平成28年４月に施行された「障害を理由とする差
別の解消の推進に関する法律」において、行政機関における合理
的配慮の提供が義務づけられ、各学校では、個別の教育支援計画
の作成などを通じて本人・保護者との十分な合意形成を図り、一
人一人の障がいの状況に応じた合理的配慮の提供が行われるよう
取り組む必要があります。

　このリーフレットは、障がいのある幼児児童生徒への指導や支援の在り方に関し、学校と本人・保護

者双方の建設的対話による相互理解を通じて必要な「合理的配慮の提供」に至るプロセスを例示すると

ともに、その合理的配慮を「個別の教育支援計画」に明記し、さらに、「個別の指導計画」に位置づけ

ながら指導を行うまでの手順について、事例を通して紹介しています。
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必要な「合理的配慮」について合意形成を図り、授業を行うまでのプロセス 参考例

校内委員会での検討本人・保護者からの願いの受け止め

自閉症・情緒障がい特別支援学級に在籍する
Ａ君の事例

「合理的配慮」の実施、評価、改善保護者との合意形成

個別の指導計画

個別の教育支援計画

４面に記載例

４面に記載例
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